
資料２　常勤役員の退職手当の支給状況

【法人の長】
支給額（総額）

        （千円） 年 月

福島大学
8,919

(58,746)
6

(37)
0

(0)
平成22年3月31日 0円

東京大学
10,385

（79,238)
5

(36)
0

(0)
平成21年3月31日 1.2

東京学芸大学 9,810 6 0 平成22年3月31日 1.1

一橋大学
11,161

(68,839)
6

(33)
8

(8)
平成22年11月30日 1.0

静岡大学 4,455 3 0 平成22年3月31日 1.0

浜松医科大学 8,919 6 0 平成22年3月31日 1.0

名古屋工業大学 8,919 6 0 平成22年3月31日 0円

滋賀大学
8,547

（58,746）
5

（37）
9

（0）
平成22年3月31日 0円

京都教育大学
5,860

(53,647)
4

(41)
5

(5)
平成21年8月31日 ▲72,4千円

兵庫教育大学 7,928 5 4 平成22年3月31日 1.0

岡山大学
13,109

(73,226)
7

(42)
0

(0)
平成23年3月31日 1.1

徳島大学 9,567 6 0 平成22年3月31日 1.0

政策研究大学院大学 6,088 4 0 平成23年3月31日 1.0

◎自然科学研究機構 8,919 6 0 平成22年3月31日 0円

【理事】
支給額（総額）

        （千円） 年 月
7,331

(46,325)
6

(32)
3

(3)
平成22年6月4日 1.0

2,268
(46,204)

2
(36)

1
(3)

平成22年6月4日 1.0

秋田大学
3,771

(53,027)
3

(39)
0

(0)
平成23年3月31日 1.0

山形大学
4,504

(28,073)
3

(25)
7

(6)
平成23年3月31日 0円

2,520
(53,095)

2
(35)

0
(2)

平成22年8月31日 1.0

2,520
(53,545)

2
(40)

0
(4)

平成22年8月31日 1.0

4,978 3 0 平成21年3月31日 1.2

3,319
(58,351)

2
(37)

0
(0)

平成21年3月31日 1.2

3,319 2 0 平成21年3月31日 1.2

461
(54,823)

0
(33)

4
(0)

平成21年3月31日 1.0

1,956 2 0 平成22年3月31日 1.0

1,956
(14,886)

2
(14)

0
(9)

平成22年3月31日 1.0

山梨大学
6,322

(53,398)
5

(35)
0

(0)
平成22年3月31日 0円

信州大学
7,606

(54,967)
5

(33)
6

(1)
平成22年3月31日 0円

岐阜大学
2,520

(49,795)
2

(38)
0

(0)
平成22年3月31日 0円

3,510
(48,989)

3
(37)

0
(0)

平成22年3月31日 1.0

3,510
(48,989)

3
(38)

0
(8)

平成22年3月31日 1.0

法人名

法人名
業績勘案率又は業績
考慮による増減額

茨城大学

退職年月日

業績勘案率又は業績
考慮による増減額

退職年月日
法人での在職期間

岩手大学

法人での在職期間

静岡大学

東京大学

電気通信大学



支給額（総額）

        （千円） 年 月
法人名

業績勘案率又は業績
考慮による増減額

退職年月日
法人での在職期間

浜松医科大学
7,038

(46,791)
6

(33)
0

(0)
平成22年3月31日 1.0

愛知教育大学
4,524

(36,719)
4

(36)
0

(0)
平成22年3月31日 1.0

三重大学
1,676

(47,192)
2

(33)
0

(9)
平成23年3月31日 0円

滋賀大学 5,040 4 0 平成22年3月31日 0円

6,203
（58,128）

4
(38)

6
(6)

平成22年9月30日 1.0

2,757
（57,628）

2
(35)

0
(0)

平成22年9月30日 1.0

京都教育大学
4,604

(39,374)
4

(38)
6

(6)
平成21年9月30日 ▲687千円

神戸大学 4,365 3 2 平成22年3月31日 0円

7,332
(50,942)

5
(33)

10
(0)

平成23年3月31日 1.0

7,332
(53,426)

5
(37)

10
(0)

平成23年3月31日 1.0

3,771 3 0 平成23年3月31日 1.0

7,560
(49,795)

6
(38)

0
(0)

平成22年3月31日 1.0

7,560
(49,795)

6
(38)

0
(0)

平成22年3月31日 1.0

3,780
(49,795)

3
(36)

0
(5)

平成22年3月31日 1.0

7,560 6 0 平成22年3月31日 1.0

愛媛大学
1,995

(46,999)
1

(39)
7

(7)
平成22年10月23日 1.0

高知大学
7,038

(33,791)
6

(26)
0

(0)
平成22年3月31日 1.0

8,124 5 9 平成22年3月31日 1.025

7,116
(58,567)

4
(39)

11
(2)

平成22年9月30日 1.05

2,583 2 0 平成22年9月30日 1.025

6,285
(49,676)

5
(44)

0
(0)

平成23年3月31日 0円

2,514
(49,676)

2
(37)

0
(0)

平成23年3月31日 0円

4,095
(39,443)

3
(28)

3
(5)

平成22年3月31日 0円

1,173 1 0 平成22年3月31日 0円

政策研究大学院大学 2,445 2 0 平成23年3月31日 1.0

総合研究大学院大学 4,126 3 0 平成23年3月31日 1.0

◎自然科学研究機構
5,514

(58,568)
4

(44)
0

(0)
平成22年3月31日 0円

【監事】
支給額（総額）

        （千円） 年 月

北海道大学 2,178 2 0 平成22年3月31日 0円

旭川医科大学 1,863 2 0 平成22年3月31日 1.0

岩手大学 6,534 6 0 平成22年3月31日 1.0

東北大学 4,356 4 0 平成22年3月31日 1.0

群馬大学 4,356 4 0 平成22年3月31日 0円

東京大学 4,356 4 0 平成22年3月31日 1.0

徳島大学

京都大学

鹿児島大学

九州大学

熊本大学

退職年月日
業績勘案率又は業績
考慮による増減額

法人名
法人での在職期間

岡山大学



支給額（総額）

        （千円） 年 月
法人名

業績勘案率又は業績
考慮による増減額

退職年月日
法人での在職期間

東京医科歯科大学 2,929 3 0 平成23年3月31日 1.0

東京農工大学 2,178 2 0 平成22年3月31日 1.0

新潟大学 4,308 4 0 平成22年3月31日 0円

金沢大学 2,178 2 0 平成22年3月31日 1.0

浜松医科大学 4,692 4 0 平成22年3月31日 1.0

神戸大学 2,178 2 0 平成22年3月31日 0円

鳥取大学 3,267 3 0 平成22年3月31日 0円

岡山大学 3,900 4 0 平成23年3月31日 1.0

広島大学 4,356 4 0 平成22年3月31日 1.0

2,178 2 0 平成22年3月31日 1.0

731 0 9 平成22年12月31日 1.0

4,356 4 0 平成22年3月31日 1.0

545 0 6 平成22年9月30日 1.0

高知大学 1,956 2 0 平成22年3月31日 1.0

長崎大学 2,178 2 0 平成22年3月31日 0円

熊本大学 7,602 7 0 平成23年3月31日 0円

大分大学 6,534 6 0 平成22年3月31日 0円

宮崎大学 6,534 6 0 平成22年3月31日 0円

◎自然科学研究機構 2,178 2 0 平成22年3月31日 0円

◎高エネルギー加速器研究機構 5,868 6 0 平成22年3月31日 0円

（注３）　公表時点において、退職手当支給額の全額が確定し、平成22年度中にその全額を支払い終えた者のみを記載して
　　　　いる。

（注４）　「支給額（総額）」欄に二段書きされているものは、上段には役員在職期間を当該法人役員退職手当規程に適用させて
　　　　算出した金額を、また、下段括弧書きには役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括
　　　　弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載している。

（注５）　「業績勘案率又は業績考慮による増減額」とは、役員の退職手当の額を決定するにあたり、俸給月額に支給率を乗じた
　　　　額（職員在職期間を通算している者については、当該者の役員在職期間を当該法人役員退職手当規程に適用させて算
　　　　出した額）に乗ずる率又は増減する額であり、各国立大学法人等が役員の業績を考慮して決定するものである。

（注１）　本表は、各法人が公表した内容（平成23年7月1日現在）を取りまとめたものである。

（注２）　法人名の「◎」は大学共同利用機関法人を示す。

徳島大学

香川大学
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